
国際戦略総合特区の優遇税制と
制度の問題点

1
�
は
じ
め
に

日
本
で
は
、
い
く
つ
か
の
地

域
で
、
優
遇
税
制
が
設
け
ら
れ

た
特
区
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

最
近
も
、
東
京
圏
（
東
京
都
・

神
奈
川
県
・
千
葉
県
成
田
市
）

が
「
国
家
戦
略
特
区
」
と
な
っ

て
お
り
、
国
家
戦
略
特
区
に
お

い
て
も
優
遇
税
制
が
整
備
さ
れ

て
い
る
。

特
区
の
優
遇
税
制
も
租
税
特

別
措
置
で
あ
り
な
が
ら
「
中
小

企
業
等
投
資
促
進
税
制
」
等
と

違
っ
て
、
我
々
税
理
士
に
と
っ

て
馴
染
み
の
な
い
制
度
で
あ

る
。そ

こ
で
、
特
区
に
お
け
る
優

遇
税
制
の
内
容
、
利
用
状
況
等

に
つ
い
て
、
設
置
か
ら
複
数
年

経
た
国
際
戦
略
総
合
特
区
を
例

に
説
明
す
る
。
そ
の
う
え
で
、

日
本
に
お
け
る
特
区
の
優
遇
税

制
の
問
題
点
つ
い
て
、
述
べ
る

こ
と
と
す
る
。

2
�
特
区
と
は

特
区
と
は
、「
特
別
区
域
」

の
略
で
あ
る
。
日
本
で
は
沖
縄

の「
経
済
特
区
」、東
日
本
の「
復

興
特
区
」、全
国
各
地
の「
構
造

改
革
特
区
」「
総
合
特
区
」「
国
家

戦
略
特
区
」と
い
っ
た
よ
う
に

さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
特
区
が
存

在
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
こ

こ
で
は
「
特
区
と
は
、
産
業
の

発
展
等
、
経
済
の
活
性
化
を
図

る
た
め
に
、
一
定
の
地
域
に
限

定
し
た
税
制
上
の
優
遇
措
置
や

規
制
緩
和
を
行
う
制
度
」
と
定

義
す
る
。な
お
、「
経
済
特
区
」

も
「
特
区
」
と
同
じ
意
味
で
用

い
る
。

日
本
で
初
め
て
特
区
が
法
律

で
定
め
ら
れ
た
の
は
、
平
成
14

年
の
沖
縄
の
経
済
特
区
で
あ

る
。
た
だ
し
、
沖
縄
で
は
本
土

復
帰
し
た
昭
和
47
年
か
ら
様
々

な
優
遇
制
度
が
存
在
し
て
お

り
、
そ
れ
ら
の
経
済
振
興
制
度

が
実
質
的
に
は
特
区
の
機
能
を

有
し
て
お
り
、
平
成
14
年
以
降

の
沖
縄
の
経
済
特
区
に
引
き
継

が
れ
て
い
る
。

バ
ブ
ル
崩
壊
後
に
、
平
成
15

年
よ
り
ス
タ
ー
ト
し
た
の
が
、

構
造
改
革
特
区
で
あ
る
。
構
造

改
革
特
区
は
、
規
制
緩
和
が
目

的
と
さ
れ
て
お
り
、
税
制
面
で

の
優
遇
措
置
は
な
か
っ
た
。

平
成
23
年
よ
り
ス
タ
ー
ト
し

た
の
が
総
合
特
区
（
国
際
戦
略

総
合
特
区
、
地
域
活
性
化
総
合

特
区
）
で
あ
る
。
総
合
特
区
は

任
意
の
地
域
の
活
性
化
を
目
指

す
も
の
で
あ
り
、
規
制
面
や
税

制
面
の
区
切
り
な
く
政
府
が
支

援
を
行
う
形
で
進
め
ら
れ
た
。

同
じ
く
平
成
23
年
に
は
、
東

日
本
大
震
災
を
受
け
て
、
被
災

地
の
復
興
を
目
指
し
て
復
興
特

区
（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別

区
域
）
が
設
け
ら
れ
た
。

平
成
25
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

た
の
が
、
国
家
戦
略
特
区
で
あ

る
。
国
家
戦
略
特
区
は
、
総
合

特
区
と
似
た
制
度
で
あ
る
が
、

総
合
特
区
の
経
験
を
活
か
し

て
、
総
合
特
区
と
異
な
る
仕
組

み
を
設
け
る
と
と
も
に
、
迅
速

な
展
開
を
目
標
と
し
て
い
る
。

3
�
国
際
戦
略
総
合
特
区
の
優
遇
税
制
の
内
容

（
1
）
国
際
戦
略
総
合
特
区
制

度
の
目
的

国
際
戦
略
総
合
特
区
に
つ
い

て
定
め
て
い
る
総
合
特
別
区
域

法
で
は
、
国
際
戦
略
総
合
特
区

は
、「
産
業
の
国
際
競
争
力
の

強
化
」
を
「
総
合
的
か
つ
集
中

的
に
推
進
す
る
」
こ
と
で
、
日

本
の
経
済
社
会
の
活
力
の
向
上

及
び
持
続
的
発
展
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
設
置
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
目
的
に
資
す
る
も

の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
4
つ

の
戦
略
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

①
グ
リ
ー
ン
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
に
よ
る
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー

大
国
戦
略

②
ラ
イ
フ
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
る
健
康
大
国
戦
略

③
ア
ジ
ア
経
済
戦
略

④
観
光
立
国
・
地
域
活
性
化
戦

略（
2
）
国
際
戦
略
総
合
特
区
で

の
優
遇
税
制
の
内
容

優
遇
税
制
は
、
大
き
く
分
け

て
三
つ
あ
り
、
中
で
も
所
得
控

除
は
影
響
が
大
き
い
。

①
機
械
等
を
取
得
し
た
場
合
の

特
別
償
却
（
取
得
価
額
の
50
％

（
建
物
等
は
25
％
））

②
機
械
等
を
取
得
し
た
場
合
の

法
人
税
額
の
特
別
控
除
（
取
得

価
額
の
15
％（
建
物
等
は
8
％
））

③
所
得
控
除
（
特
定
事
業
の
所

得
の
20
％
に
相
当
す
る
額
を
5

年
間
損
金
算
入
）

（
3
）
優
遇
税
制
の
利
用
状
況

財
務
省
作
成
の
「
租
税
特
別

措
置
の
適
用
実
態
調
査
の
結
果

に
関
す
る
報
告
書
」
よ
り
、
優

遇
税
制
が
実
際
に
ど
れ
だ
け
利

用
さ
れ
て
い
る
か
が
、
次
の
よ

う
に
分
か
る
。

特
別
償
却
に
つ
い
て
は
、
平

成
23
年
度
は
2
件
、
平
成
24
年

度
は
5
件
、
平
成
25
年
度
は
8

件
で
あ
っ
た
。
内
訳
と
し
て

は
、
平
成
23
年
度
は
事
業
規
模

の
小
さ
な
法
人
が
制
度
を
利
用

し
て
お
り
、
平
成
24
年
度
は
比

較
的
事
業
規
模
の
大
き
な
法
人

が
主
に
利
用
し
て
い
る
。
平
成

25
年
度
は
、
資
本
金
は
少
な
い

が
所
得
が
比
較
的
多
い
法
人
が

主
に
利
用
し
て
い
る
。

法
人
税
額
の
特
別
控
除
に
つ

い
て
は
、平
成
23
年
度
は
0
件
、

平
成
24
年
度
は
14
件
、
平
成
25

年
度
は
29
件
で
あ
っ
た
。
内
訳

と
し
て
は
、
平
成
24
年
度
、
25

年
度
と
も
に
比
較
的
事
業
規
模

の
大
き
な
法
人
が
大
半
を
占
め

て
い
る
。

所
得
控
除
に
つ
い
て
は
、
平

成
23
〜
25
年
度
の
利
用
実
績
が

無
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
優
遇
税
制
を

利
用
し
て
い
る
法
人
は
多
く
な

く
、
そ
の
事
業
規
模
を
見
て
み

る
と
、
中
小
企
業
で
は
な
く
、

事
業
規
模
の
大
き
い
大
企
業
が

大
半
を
占
め
て
い
る
。

（
4
）
優
遇
税
制
の
利
用
が
可

能
な
法
人
の
数

優
遇
税
制
の
利
用
が
少
な
い

の
は
、
優
遇
税
制
の
利
用
が
可

能
と
な
っ
て
い
る
法
人
が
少
な

い
こ
と
、
そ
し
て
優
遇
税
制
の

魅
力
が
乏
し
い
た
め
と
推
測
さ

れ
る
。

優
遇
税
制
が
可
能
と
な
っ
た

法
人
に
つ
い
て
は
、
公
示
義
務

が
あ
る
た
め
、
平
成
27
年
3
月

時
点
で
、
優
遇
税
制
の
利
用
が

可
能
と
な
っ
た
法
人
の
う
ち
、

自
治
体
Ｈ
Ｐ
で
開
示
し
て
い
る

情
報
を
ま
と
め
た
と
こ
ろ
、
次

の
よ
う
で
あ
っ
た
。

①

特
別
償
却
、
法
人
税
額
の

特
別
控
除
が
利
用
可
能
な
法
人

の
数

・
北
海
道
フ
ー
ド
・
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
国
際
戦
略
総
合
特
区8

社

・
つ
く
ば
国
際
戦
略
総
合
特
区

1
社

・
ア
ジ
ア
ヘ
ッ
ド
ク
ォ
ー
タ
ー

特
区

1
社
（
国
内
企
業
）

・
京
浜
臨
海
部
ラ
イ
フ
イ
ノ
ベ

ー
シ
ョ
ン
国
際
戦
略
総
合
特
区

3
社

・
ア
ジ
ア
Ｎ
ｏ
�
1
航
空
宇
宙

産
業
ク
ラ
ス
タ
ー
形
成
特
区37

社

・
関
西
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
国
際

戦
略
総
合
特
区

42
社

・
グ
リ
ー
ン
ア
ジ
ア
国
際
戦
略

総
合
特
区

7
社

②

所
得
控
除
の
利
用
が
可
能

と
な
っ
た
法
人
は
見
つ
け
ら
れ

な
か
っ
た

4
�
海
外
の
特
区
に
お
け
る
優
遇
税
制

発
展
途
上
国
で
は
経
済
発
展

の
起
爆
剤
と
し
て
特
定
の
地
域

に
外
国
企
業
な
ど
へ
の
優
遇
措

置
を
定
め
て
、
資
金
や
先
進
技

術
の
取
込
み
を
図
る
た
め
に
設

置
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

外
国
企
業
の
誘
致
を
目
的
と

し
た
地
域
限
定
型
の
優
遇
税
制

を
設
け
た
ア
ジ
ア
の
特
区
の
例

を
次
に
示
し
て
い
る
。

﹇
中
国
﹈
減
税
・
免
税
措
置

（
経
済
特
区
で
国
が
重
点
的
に

支
援
す
る
ハ
イ
テ
ク
企
業
は
、

企
業
所
得
税
が
2
年
間
免
税
・

3
年
間
半
減
税
措
置
（
標
準
税

率
25
％
））

﹇
韓
国
﹈
減
税
措
置
（
外
国
人

投
資
地
域
お
よ
び
経
済
自
由
区

域
内
の
製
造
・
物
流
・
研
究
開

発
・
ホ
テ
ル
休
養
事
業
に
対
し

て
、
法
人
税
等
を
5
年
な
い
し

7
年
間
50
〜
1
0
0
％
を
減
免
）

﹇
イ
ン
ド
﹈
無
税
措
置
（
特
別

経
済
特
区
に
お
い
て
、
最
大
10

年
間
1
0
0
％
の
法
人
税
免
除
）

﹇
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
﹈
軽
減
税
率

（
法
人
税
の
標
準
税
率
が
17
％

と
低
く
、
こ
れ
に
加
え
て
5
〜

15
％
の
軽
減
税
率
や
最
長
15
年

間
の
免
税
等
が
あ
り
、
実
効
税

率
は
17
％
を
下
回
る
）

日
本
で
も
、
沖
縄
の
経
済
金

融
活
性
化
特
区
や
、
国
際
戦
略

総
合
特
区
、
国
家
戦
略
特
区
に

お
い
て
、
外
国
企
業
の
誘
致
を

目
指
し
て
い
る
が
、海
外
特
区
と

比
較
す
る
と
、
優
遇
税
制
の
優

遇
幅
は
少
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

外
国
企
業
の
誘
致
に
最
も
影

響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
所

得
控
除
に
注
目
し
て
み
る
。
日

本
で
は
直
近
の
税
制
改
正
に
よ

り
、
実
効
税
率
が
30
％
程
度
と

な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
沖
縄
の

経
済
特
区
は
実
質
18
〜
19
％
程

度
の
税
率
と
な
る
（
40
％
の
所

得
控
除
）。
ま
た
、
国
際
戦
略

総
合
特
区
で
も
、
実
質
24
〜
25

％
程
度
の
税
率
と
な
る
（
20
％

の
所
得
控
除
）。

こ
れ
は
、
国
内
で
は
魅
力
的

な
税
率
だ
が
、
海
外
の
特
区
と

比
較
す
る
と
、
ま
だ
ま
だ
高

く
、
低
い
法
人
税
率
を
外
国
企

業
誘
致
の
目
玉
と
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
さ
ら
に
税
率
を
引
き
下

げ
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、「
租
税
特
別
措
置
の

適
用
実
態
調
査
の
結
果
に
関
す

る
報
告
書
」に
よ
れ
ば
、沖
縄
の

特
区
に
お
け
る
所
得
控
除
の
特

例
を
利
用
し
て
い
る
件
数
は
、

平
成
23
年
度
で
1
件
、
平
成
24

年
度
で
2
件
、
平
成
25
年
度
は

0
件
と
な
っ
て
お
り
、
利
用
件

数
が
低
い
こ
と
が
分
か
る
。

5
�
日
本
の
特
区
の
問
題
点
と
今
後
の
課
題

国
際
戦
略
総
合
特
区
は
、
日

本
の
経
済
を
け
ん
引
す
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
産
業
の
国
際
競

争
力
の
強
化
を
目
的
と
し
て
お

り
、
本
来
は
、
成
長
性
は
あ
る

が
財
務
体
力
や
機
会
の
乏
し
い

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
こ
そ
が
特
区

を
有
効
に
利
用
す
べ
き
で
あ
る

が
、
実
際
に
は
大
企
業
が
特
区

の
優
遇
税
制
を
活
用
し
て
い
る
。

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
チ
ャ
ン

ス
を
拡
大
さ
せ
る
機
能
が
、
成

長
分
野
に
注
力
し
た
国
際
戦
略

総
合
特
区
に
求
め
ら
れ
て
い
る

機
能
で
あ
る
。し
か
し
、現
状
の

優
遇
税
制
は
、
所
得
の
発
生
が

前
提
と
な
る
優
遇
措
置
で
あ
る

た
め
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
よ

う
な
短
期
的
に
多
く
の
所
得
が

期
待
で
き
な
い
法
人
は
、メ
リ
ッ

ト
を
享
受
す
る
こ
と
が
難
し
い
。

特
区
で
は
、
補
助
金
等
の
よ

う
な
支
援
措
置
も
設
定
さ
れ
て

い
る
が
、
国
際
戦
略
総
合
特
区

の
よ
う
な
、
成
長
性
を
重
視
す

る
特
区
に
つ
い
て
は
、
短
期
的

な
所
得
の
有
無
・
多
寡
に
影
響

を
受
け
な
い
優
遇
税
制
を
、
敢

え
て
設
置
す
べ
き
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
国
家
戦
略
特
区
も
同
様

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
日
本
の
優
遇
税
制
は

海
外
の
特
区
等
と
比
べ
て
魅
力

的
で
な
い
た
め
と
推
測
さ
れ
る

た
め
、
外
国
企
業
を
積
極
的
に

誘
致
す
る
た
め
に
は
、
魅
力
的

な
優
遇
税
制
を
用
意
す
る
必
要

が
あ
る
。

【
参
考
資
料
】

「
租
税
特
別
措
置

歴
史
と
構

造
」
和
田
八
束

有
斐
閣

「
経
済
成
長
戦
略
に
お
け
る
構
造

改
革
特
区
の
役
割
」
八
代
尚
宏

税
研

1
6
4

日
本
税
務
研
究

セ
ン
タ
ー

「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
特
区
制
度
」

簗
瀬
正
人

税
研

1
6
4

日

本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー

「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
税
務
行
政
と

税
制
の
概
要
」
寺
田
裕
子

税
大

ジ
ャ
ー
ナ
ル
18
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